
 

 

 

 

 

ＪＡネットバンク利用規定の一部改正について 
 

 

 

 

 

 

 

ＪＡネットバンク利用規定の一部を次のとおり改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

（改 正 後） （改 正 前） 

 

 

（2020年 11月 16日実施） 

第１条 「JAネットバンク」 

 「JAネットバンク」（以下、「本サービス」といいます）は、パソコンやスマートフォンなど当組合所

定の端末機器を使用して、本サービスの契約者（以下、「契約者」といいます）からの依頼に基づき、振

込・振替手続を行うサービス、契約者の口座残高等の情報を提供するサービス、税金・各種料金の払込

み「Pay-easy（ペイジー）」（以下「払込」といいます）を行うサービス、定期貯金に関する手続を行う

サービス、ローン繰上返済に関する手続を行うサービス、カードローンに関する手続を行うサービス、

その他当組合所定のサービスを、本規定により行うものです。また、本サービスの契約者は、当組合に

口座を保有し、本規定の内容を十分に理解したうえで本規定に同意し、当組合制定の申し込みを行い、

かつ当組合が当該申し込みを承諾した本邦居住の方のみとします。 

 契約者は、本規定に基づき、自らの判断と責任において本サービスを利用してください。 

 

第 2条 （省略） 

 

第 3条 利用申込み  

3. 本サービスの申し込みに対する当組合の手続完了後、必要事項を記載した「ＪＡネットバンク操作手

引きの送付について（送付状）」を契約者の届出住所宛に郵送で通知しますので、契約者は、この「Ｊ

Ａネットバンク操作手引きの送付について（送付状）」や同封の資料等に基づき、当組合所定の設定を

端末機器から必ず行ってください。契約者の設定完了後、本サービスは利用可能となります。 

 

第 4条（省略） 

 

第 5条 取引の依頼・依頼内容の確認等 

4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われな

かったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。  

  (1) 以下の金額が支払元の貯金口座（以下、「支払指定口座」といいます）の支払可能残高（当座貸

越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます）を超えるとき。  

   a  振込・振替手続の処理時における振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額 

   b  払込手続の処理時における払込金額 

   c  定期貯金預入手続の処理時における預入金額 

   d  繰上返済手続の処理時における約定返済元金・利息と繰上返済元金・利息および繰上返済手

数料の合計金額 

 

第 6条（省略） 

 

第 7条（省略） 

 

（2020年 10月 1日実施） 

第１条 「JAネットバンク」 

「JAネットバンク」（以下、「本サービス」といいます）は、パソコンや携帯電話など当組合所定の端末

機器を使用して、本サービスの契約者（以下、「契約者」といいます）からの依頼に基づき、振込・振替

手続を行うサービス、契約者の口座残高等の情報を提供するサービス、税金・各種料金の払込み「Pay-easy

（ペイジー）」（以下「払込」といいます）を行うサービス、定期貯金に関する手続を行うサービス、ロ

ーン繰上返済に関する手続を行うサービス、カードローンに関する手続を行うサービス、その他当組合

所定のサービスを、本規定により行うものです。また、本サービスの契約者は、当組合に口座を保有し、

本規定の内容を十分に理解したうえで本規定に同意し、当組合制定の申し込みを行い、かつ当組合が当

該申し込みを承諾した本邦居住の方のみとします。 

 契約者は、本規定に基づき、自らの判断と責任において本サービスを利用してください。 

 

第 2条 （同左） 

 

第 3条 利用申込み  

3. 本サービスの申し込みに対する当組合の手続完了後、必要事項を記載した「ＪＡネットバンク操作手

引きの送付について（送付状）」を契約者の届出住所宛に郵送で通知しますので、契約者は、この「Ｊ

Ａネットバンク操作手引きの送付について（送付状）」や「操作手引き」等に基づき、当組合所定の設

定を端末機器から必ず行ってください。契約者の設定完了後、本サービスは利用可能となります。 

 

第 4条（同左） 

 

第 5条 取引の依頼・依頼内容の確認等 

4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われな

かったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。  

  (1) 以下の金額が支払元の貯金口座（以下、「支払指定口座」といいます）の支払可能残高（当座貸

越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます）を超えるとき。  

   a  振込・振替手続の処理時における振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額 

   b  払込手続の処理時における払込金額 

c  繰上返済手続の処理時における約定返済元金・利息と繰上返済元金・利息および繰上返済手

数料の合計金額 

 

第 6条（同左） 

 

第 7条（同左） 

 

 



 

（改 正 後） （改 正 前） 

 

 

 

 

 

 

 

第 8条（省略） 

 

第 9条 定期貯金サービス 

1. 定期貯金サービスとは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、サービス利用対

象口座の中から契約者が指定した口座について、定期貯金の口座開設、預入、満期解約予約、満期時取

扱条件変更（満期解約予約取消、元金継続・元利金継続の変更）、中途解約等を行うことができるサービ

スをいいます。 

 

2. 本サービスによる口座開設を利用できるのは、サービス利用対象口座のうち定期貯金口座未開設の総

合口座とし、開設した定期貯金口座（以下、開設口座といいます）は、自動的にサービス利用対象口

座に登録されます。なお、口座開設時に契約者が指定した総合口座の届出印を開設口座の届出印とし

ます。 

 

3. 本サービスによる預入は、次のとおり取り扱います。 

(1) 預入を利用できるのは、サービス利用対象口座のうち通帳式定期貯金口座とし、あらかじめ指定

されたサービス利用対象口座の中から契約者が指定した支払指定口座（納税準備貯金を除く）か

ら預入金額を引き落とし、契約者が指定した定期貯金口座に預入します。 

 

(2) 定期貯金商品は当組合所定のものに限ります。また、預入の期間が 10 年やマル優等、本サービ

スによる取扱いができない事項があります。 

 

(3) 定期貯金の適用利率は、預入日における定期貯金商品の貯金利率とします。 

 

4. 本サービスによる満期解約予約および満期解約予約取消を利用できるのは、サービス利用対象口座の

うち総合口座の定期貯金口座とします。また、元金継続・元利金継続の変更を利用できるのは、サー

ビス利用対象口座のうち通帳式定期貯金口座とします。 

 

5. 本サービスによる中途解約を利用できるのは、サービス利用対象口座のうち通帳式定期貯金口座にお

ける当組合が定める商品に限ります。また、当組合所定の中途解約利率を適用します。 

 

6. 本サービスを利用できる口座や商品に該当しても、契約状況、取引状況によっては、本サービスを利

用できない場合があります。 

 

第 10条～第 30条（省略） 

 

 

 

第 8条（同左） 

 

第 9条 定期貯金サービス 

1. 定期貯金サービスとは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、サービス利用対

象口座の中から契約者が指定した口座について、定期貯金の口座開設（追加）を行うことができるサー

ビスをいいます。 

 

2. 本サービスによる口座開設を利用できるのは、サービス利用対象口座のうち定期貯金口座未開設の総

合口座とし、開設した定期貯金口座（以下、開設口座といいます）は、自動的にサービス利用対象口

座に登録されます。なお、口座開設時に契約者が指定した総合口座の届出印を開設口座の届出印とし

ます。 

 

3. 本サービスを利用できる口座や商品に該当しても、契約状況、取引状況によっては、本サービスを利

用できない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10条～第 30条（同左） 

 

 

 

 

 


